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〈論 説〉

所有権留保における留保買主の有する

物権的期待権の担保化に関す る一・考察

松 田 佳 久

目 次

1.は じ めに

2.ド イ ッ連邦 通 常 裁 判所(以 下 、BGHと い う)判 例 の把 握

(1)期 待権 の譲 渡 事 案

① 車 両 の所 有 権 留保 事 案:BGHUrt.22.Februarl956BGHZ20,88.

A.事 案 の概 要

B.原 判 決 の概 要

C.BGHの 判 断概 要

(2)期 待権 の譲 渡 担保 事 案

① 集 合 動産 譲 渡 担保 事 案1:BGHUrt.13.Junil956BGHZ21,52.

② 集 合 動産 譲 渡 担保 事 案2:BGHUrt.24.Junil958BGHZ28,16.

A.事 案 の概 要

B.BGHの 判 断概 要

(3)譲 渡 禁止 特 約 事 案

①BGHUrt.4.Februarl970NJWl970,699.

②BGHUrt.5.Mail971BGHZ56,123.

A.事 案 の概 要

B.BGHの 判 断概 要

(3)期 待権 の二 重 担保 と担 保 権相 互 の 優 劣;BGHUrt.10.Aprill961BGHZ35,85.

A.事 案 の概 要

B.BGHの 判 断概 要

(4)期 待 権 譲 渡後 の留 保 買 主 の 権 利制 限事 案;BGHUrt.24.Oktoberl979BGHZ75,

221.

A.事 案 の概 要

B.BGHの 判 断概 要

(5)期 待権 者 た る地 位 を有 す る譲渡 担保 設 定者;BGHUrt.2.Februaryl984NJWl984,

S.ll84.

-BGHが 下 した 判 断(整 理)一

(1)条 件 成 就 に よ り、目的 物 の所 有権 は、留保 売主 か ら直接 期 待権 の譲 受人 に移 転 す る(BGHZ
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20,88;BGHZ21,52;BGHZ28,16.)。

(2)留 保買主による留保 目的物の処分禁止特約があって も、留保 目的物 の所有権取得期待権

の譲渡は当該特約に抵触す るものではな く、留保売主の同意な く譲渡できる(BGHNJW

l970,699;BGHZ56,123.)。

(3)期 待権が二重 に担保 に供 された場合、物権における優劣判断基準に基づき、担保物権の

優劣が決定され る(BGHZ35,85.)。

(4)留 保買主は期待権譲受人の同意な くして当初の売買契約で合意 された所有権留保 を留保

売主の新たな債権のためにもはや拡張す ることはで きない(BGHZ75,221.)。

(5)譲渡担保設定者は所有権の再取得 に関す る期待権を有す る(BGHNJWl984,S.ll84.)。

3.学 説の動向

4.わ が国での条件付権利の担保化の実現性の検討 その1

(1)条 件成就によ り、目的物 の所有権が、留保売主か ら直接物権的期待権の譲受人に移転す

る

(2)留 保買主による留保 目的物の処分禁止特約があって も、留保 目的物 の所有権取得期待権

の譲渡は当該特約 に抵触す るものではな く、留保売主の同意な く譲渡で きる

(3)期 待権が二重 に担保 に供 された場合、物権における優劣判断基準に基づき、担保物権の

優劣が決定され る

(4)留 保買主は期待権譲受人の同意な くして当初の売買契約で合意 された所有権留保 を留保

売主の新たな債権のためにもはや拡張す ることはで きない

(5)譲 渡担保設定者 は所有権の再取得 に関す る期待権 を有する
一 検討結果 一

5.他 の論点の検討

(1)中 間処分 と二重譲渡

① 中間処分

②二重譲渡

(2)物 権的期待権の差押 え ・強制執行

(3)不 法行為 における損害賠償請求

6.留 保買主の有 する条件 付権利の担保化の可能性 の高 さ

7.お わ りに

1.は じめ に

所有権留保において、留保売主に目的物の所有権が帰属するが、それは担保

目的に制限され、かつ、留保買主に物権的な権利が帰属する。この物権的権利

を物権的期待権 とい う。 これは、譲渡担保における設定者留保権 と同様の権利

であり、代金完済によって目的物の所有権取得を期待 しうる権利であるとされ
ユラ

ている。

所有権留保にあっては留保買主が、譲渡担保にあっては設定者が、物権的期
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待権を有することで、わが国の所有権留保および譲渡担保に関するさまざまな

見解 と比較 して も、所有権留保および譲渡担保に関する判例法理に適合的であ

るとともに、物権的期待権は留保買主をより保護する機能を有 しており、その
　ラ

点か らしても、物権的期待権概念は必要な概念であるといえる。

本稿は、この留保買主の有する物権的期待権の担保化の可能性を考察するも

のである。

留保買主の有する物権的期待権は、賦払いにて購入 した設備機械等でその所

有権を代金完済 まで留保売主が有す るとする所有権留保設定契約の もとで留保

買主が有する権利であり、 これは代金完済により当該機械設備等の所有権 を取

得する停止条件付権利である。

この留保買主の有する条件付権利、すなわち物権的期待権を譲渡担保に供す

るという処分を想定 してみる。留保売主Aは 留保買主Bに 対 し、設備機械 を代

金100万 円、10回 の賦払いで売却 した(賦 払いにおける支払利息は便宜上無視

する)。7回 までの賦払いがなされた ところで、Bは 急遽運転資金60万 円が必

要になった。 しかし、Bに は担保に供する適当な資産がな く、所有権留保で購

入 した当該機械設備 も所有権はAに ある。そこで、Bは 、Cか ら60万 円の借入

れ(資 金借入れにおける支払利息は便宜上無視する)を 受ける代わ りに、当該

機械設備の物権的期待権をCの ために譲渡担保に供 した。Cは 当該機械設備の

物権的期待権者(こ の ときBは 物権的期待権者Cか ら占有を託 されることにな

る。その場合、Bの 使用収益権 はCと の問での使用貸借契約あるいは賃貸借契

約に基づき設定 されることになる)と なり、Bに よる残代金30万 円の弁済によ

り停止条件が成就 し、直ちに当該機械設備の所有権者 となり、譲渡担保はこれ

までの物権的期待権 を目的とするものから通常の動産所有権を目的 とするもの

へ と移行することになる。

一方、Bが 残代金の支払いをしない場合(貸 付金の60万 円も未返済 とする)、

Cは 、Aに 対 し残代金30万 円を第三者弁済(BC間 でCが 第三者弁済をする旨

1)道 垣 内 弘人 『担保 物 権 法 』361-362頁(有 斐 閣 、第 三 版 、2008)

2)松 田佳 久 「所 有権 留保 に お け る物権 的 期待権 概 念 の必要 性(1)」 創法42・3・47(2012)、

同 「同(2)」 創 法43・1・75(2013)、 同 「同(3・ 完)」 創 法43・2・233(2013)
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の合意がなされる場合 もあ りえよう)す ることにより、停止条件が成就 し当該

機械設備の所有権 を取得することができる。Cは 取得 した当該機械設備 を時価

である100万 円で売却 し、貸付金の60万 円 と第三者 として弁済 した30万 円を

回収 し、残金10万 円をBに 清算するのである(も ちろん、実際には機械設備に

つき流動性の制約や損耗等による減価を考慮する必要がある)。

わが国においてこのようなニーズがあるかどうかも問題であるが、その前に、

留保買主の有する物権的期待権の担保化がなされた場合、担保権が実行 された

場合の効力、物権的期待権の譲渡禁止特約の存する場合の効力、物権的期待権

の二重担保 と担保権相互の優劣など、を検討 し、わが国における留保買主の有
ヨ　

する物権的期待権の担保化の法実務上の可能性を探 るものとする。

ところで、 ドイツにおいて、条件付権利である物権的期待権の譲渡は可能で
の

あり、相続可能な権利であると解されている。

一方、フランスでは、物権的期待権の概念はないものの、条件付権利につい
らラ

ては、ll80条 で停止条件が成就する前に保存行為をすることしか認めていない。
の の

しか し、条件付権利は譲渡可能であって、差押可能であり、相続や担保に供す
　ラ 　ラ

る こ と も可 能 で あ る と解 さ れ て い る。

本 稿 で は 、条 件 付 権 利 に物 権 的期 待 権(dinglichesAnwartschaftsrecht)

3)わ が 国 に お いて本 文 の よ うな ニ ーズ が あ るか ど うか につ いて は別 稿 で ア ン ケ ー ト調 査

結 果 も踏 まえて 提 示 した い と考 えて い る。

4)FranzJUrgenSacker(Hrsg.),MUnchenerKommentarzumBUrgerlichen

Gesetzbuch,Bd.1,AllgemeinerTeil,6.Aufl.(2012),[H.P.Westermann],§

161,Rn.1-6,SS.1721,1722.

5)Cass.Com.22mail978:JCPNI979.II.198(201),noteC.David;Pellier,

LESORTDUCONTRATENCASDEDEFAILLANCEDELACONDITION

SUSPENSIVE,LPAlOavr,2008.P.5.な お、 フ ランス民 法ll80条 の和訳 は以下 の と

お りで あ る、 す なわ ち、 「債 権 者 は条 件 の成 就 以 前 に おい て一 切 の権 利保 存 行 為 を なす こ

とが で き る」(筆 者 和訳)で あ る。 ところで、 停 止条件 下 で の債務 の履 行 に関 す る行 為 は、

当然 に保 存 行 為 には該 当 しな い(Cass.Com.26juin.1990:88-19589.)。

6)Pellier,oP.cit.,P.5.

7)山 口俊 夫 『フ ラ ンス債 権 法 』240頁(東 京 大 学 出版 会 、1986)

8)神 戸 大学 外 国 法研 究 会 『現代 外 国 法 典 叢書(16)仏 蘭 西 民 法 〔III〕財産 取 得 法(2)』

131頁(有 斐 閣 、1956)
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　　ラ

として物権的効力を付与され、その担保化が発展 している ドイツにおける判例

を参考にして検討するものとする。

2.ド イ ツ連邦通 常裁判所(以 下、BGHと い う)判 例の把握

　り

(1)期 待権の譲渡事案

①車両の所有権留保事案:BGHUrt22.Februar1956BGHZ20,88.

A.事 案の概要

本判決の事案は次の とお りである。すなわち、Bは 所有権留保の もと、2軸

連結車を購入した。次 にBはXと の問でXか らの5,000DMの 借入れの担保 とし

て当該連結車をXに 譲渡する合意をした。この中で、Xは 、Bに はいまだ残代

金の支払い債務が存在 し、Bが 当該残代金の支払いをすることによって所有権

者になる旨、そして、当該車両は引き続 きBが 自身の事業目的のために使用す

ることの合意がなされていた。

Bに よる最終の割賦金の支払は当該合意後になされたが、当該合意以後最終

割賦金支払いまでの間にBの 債権者Yが 、Bを 執行債務者 として、Bの 直接占

9)フ ラ ンス民法 で は当事 者 間 に反 対 の特 約 ない 限 り、その実 現 した効 果 は遡 及す る(Cass.

Civ.3e,19f6vr.1976:bull.Civ.III,no76;AliceTisserand-Martin,Georges

Wiederkehr,FrangoisJacob,XavierHenry,CODECIVIL,2013,pp.1454,

1455.)(フ ラ ンス 民法ll79条:フ ラ ンス 民ll79条 の和 訳 は以 下 の とお りで あ る、 す な

わち、 「成 就 した 条件 は契約 の 日に遡 って効 力 を生ず る。債 権 者 が条 件成 就 前 に死 亡 した

ときは、 債 権 者 の権 利 はそ の相 続 人 に移 転 す る」(筆 者 和 訳)で あ る。)。

な お、フラ ンス民 法ll79条 の遡 及 的効 果 は賃貸 不動 産 売買 の事 案 に も適 用 され る(Cass.

Civ.3e3nov.1981:Bull.Civ.III,nol71.)Q

賃貸 借 に供 され て い る農 地 につ き、 賃 借 人 も し くはSAFER(土 地 整 備 農地 創 設 会社)

に よ り先 買 権 が 行使 され な い こ とを停 止 条 件 とす る売 買 契 約 が な され た場 合 、 賃借 人 は

その先 買 い権 を放 棄 し、SAFERは 法 的 な期 限 内 に その 権利 を行 使 して いな い こ とか ら、

停 止条 件 は不 成 就 に確 定 した もの と して、 買 主 が 賃借 人 に交付 した 賃 貸借 契 約 解 除通 知

に よ り売 買契 約 時 に遡 及 して 当 該農 地 の所 有 権 者 とな る もの と判 断 され て い る(Cass.

Civ.3e,3f6vr.1982:Bull.Civ.III,no35;RTDciv.1983.149,0bs.R6my.)。

また、 賃 貸 借 に供 され て い る建 物 を停 止 条 件 付 で売 買 し、賃 借 人 が 家賃 を売 買 契約 時

か ら買 主 に支 払 っ て いた 場合 に お いて 、売 主 が 売買 契 約 時 か ら停 止 条件 成 就 まで の期 間

の家 賃 の返 還 請 求 を した 事案 で、 買 主 は停 止 条件 成 就 に よ り売 買 契 約 時 に遡 及 して所 有
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有下にある当該車両に対 して、強制執行 をなし、 これを差押えた。

これに対 し、Xは 、当該車両は債権の担保 としてBか ら譲渡されたものであ

り、Bに よる最終の支払によってXは 所有権を取得 したものであるとして第三

者異議の訴えを提起 した。

第1審 および第2審 はXの 主張を排斥 した。

B.原 判決の概要

原判決は次のように判断した。留保売主Aは 、a)Bに 連結車の所有権を移

転 し、b)Bに 売買目的物の自主占有(Eigenbesitz)を 取得させ る義務を有 し

ている。この2つ の義務は所有権留保における売買契約において同時に分離さ

れる。つまり、当該引渡 し(Obergabe)はBに 完全な売買目的物の支配権を取

得させ るものではな く、 自主占有者になった ものでもない。単なるAの 管理人

(Verwalter)そ して受寄者(Verwahrer)な のである。それによれば、Aは ま

だなお目的物の引渡 し後にもBに 対 して義務(Bに 所有権 と自主占有を取得さ

せる)を 有 していることにな り、割賦金の最終の支払時に、つまり条件成就時

にBに 所有権を移転 しなければならないのである。 したがって、Aは 条件成就

権者 となることか ら、家賃徴収権 も契約時に遡及 して取得す ると判断されている(Cass.

Civ.3e,19juill.1995:Bull.Civ.III,no208.)。

さらに、法律行為 の実現 は、条件が確 定 した時か ら、 その間に生 じた財 の清算(分 割

等)に よって引 き起 こされた状態 とは無関係 に、契約が締結 された時 まで遡及す るので

ある(Com.10juill.1984:Bull.Civ.IV,no226.)。

これに対 し、わが国で は ドイツ と同様 、条件付権利 の成就の効果 は遡及 しない とされ

ている。ボワソナー ド草案お よび旧民法では合意の 日に遡 って効力 を生ず るとされ、フ

ランス と同様 に遡及効 を謳っていた(ボ ワソナー ド民法典研究会編 『ボアソナー ド氏起

稿 註釈 民法草案 財産編 第1巻 一第4巻(1-135)ボ ワソナー ド民法典資料集成

前期1』1-2頁(雄 松堂出版、1999)、 法務大 臣官房司法法制調査部監修 『日本近代立法

資料叢書1法 典調査会 民法議事速記録一』252-253頁(商 事法務研究会、1983))。 しか

し、法典調査会では、穂積陳重によ り、遡及 させない ことが当事者の意思に合致 し、そ

の意思に反 して遡及す るとい うのは非常の場合であるとして、不遡及の法案が示 され(法

務大臣官房 司法法制調査部 ・前掲252-254頁)、 条文は法案 どお りに制定 された。

10)ド イ ツおいて期待権 に付与 されて いる物権的効力は、次の とお りで ある。すなわち、

留保売主の一般債権者 による留保 目的物の差押 えに対 し、留保買主 は期待権 に基づ き第

三者異議の訴えが提起でき(BGHZ55,20)、 また、期待権は 「その他の権利(einsonstiges
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まで所有権者に留 まるのである。

この見解に従わない場合、本件事案においてXはAの 協力な くして所有権を

取得することはできないことになる。そして、XB間 の合意で、Bが 、当該車

両の所有権者になる可能性をXの ために断念 した場合、最終の割賦金支払でも

Bが 所有権 を取得するという法的効果は不可能になる、そのときAは 、Bを 経

由せずに所有権を直接Xに 移転させ るという意思を有 していなけれぼならない

ことになる。

また、原判決は、最終の割賦金支払いにより、Bは 所有権者 になり、それ と

ともにYの 差押質権 も成立するとした。次 いで、差押質権の負担を伴 う所有権

がXに 移転するもの とした。その際に、Xに よる所有権取得は、Bに よる期待

権譲渡の効果によるものなのか、あるいは非権利者側の処分が有効 となるドイ
　　　

ッ民法185条2項(以 下、BGBI8511と いう)に 従ってもたらされた効果である

か という問題については確定する必要はないとした。両者いずれにても、Xは

Aの 意思な しに直接所有権を取得できないのである。

C.BGHの 判断概要

この原審の判断に対し、BGHは 、Xの 上告に理由ありとし、原判決を破棄 し、
　の

差 し戻 し、次の判断をした。要約すれば次の とおりである。すなわち、停止条

Recht)」(BGB8231)と して正当に承認 されてい る。 また、期待権の侵害につ き、留保

買主 は加害者に対 し不法行為 に基づ く損害賠償請求権を有する(BGHZ55,20)(松 田

(1)・ 前掲注(2)55-56)。

ll)こ こに記載 した もの以外 の期待権 に関す る判例 としてはBGHUrt.27.Marzl968

BGHZ50,45が ある。

12)BGBI8511の 和訳 は次の とお りである。すなわち、 「権利者が処分を追認 した とき、ま

たは処分者が 目的物 を取得 した とき、 または権利者が処分者を相続 しかつ遺産債務 につ

いて無 限責任 を負 うときは、その処分はその効力を生ず る。後 の2つ の場合 において、

目的物 について相互 に相容れざる数個の処分 をな した ときは、最初の処分 についてのみ

効力を生ずる」(筆者和訳)で ある。ちなみに、同条1項 は次 のとお りである。すなわち、

「非権利者が 目的物 につ いて行 った処分は、権利者の同意 を得 て した ものであるときは、

これを有効 とす る」(筆 者和訳)で ある。

13)BGHZ20,88で は、条件成就 で中間時点 における差押えの無効および所有権取得者に

よる第三者異議 の訴 え(民 事訴訟法771条 、以下ZPO771と いう)が で きる旨の判断 も
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件(所 有権留保)の もとで目的物が譲渡された場合、期待権者は期待権 を第三

者に譲渡でき、譲渡は、条件成就で、第三者が所有権を直接、前期待権者を経

由す ることな く取得する。 この場合、完全権の所有権者の同意は不要である。

そして、BGBI85は この場合に適用 されない とした。

判決理由の中で、Bが 停止条件付権利を取得 し、条件成就 までにすでに何 ら

かの権利を有しているかどうか、そして彼はこの 「法的地位(Rechtsposition)」

を処分することができるかどうか、 という基本的問題を指摘 し、 これについて

は学説 も肯定 しているとし、さらにBGHは 「期待権は一つの権利である(die
　

AnwartschafteinsubjektivesRechtsei.)」 と明 示 して い る。

この こ とか ら して 、 本 事 案 に あ っ て は 、 期 待 権 とい う一 つ の 権 利 の譲 渡 で あ

り、 非 権 利 者 の処 分 と見 るべ きで は な い とい う こ とに な る。
　ら　

そして、 ライヒ裁判所も所有権移転は何の問題 もな く、条件成就で実行 され、

新たな合意は必要ないものとしてお り、BGHも 同様であるとしている。 この点

は学説で圧倒的支配的見解であり、期待権の譲渡 は、条件成就によって完全権

の移転が最初の期待権者を経 由せずに直接二次的期待権者にもた らされるので

ある。 したがって、期待権の譲渡担保にあっては、条件成就 により目的物の所

有権が債務者たる留保買主を経由せずに直接譲渡担保者が取得するのである。

さらに、譲渡担保権者への移転が留保売主の承諾 に結び付けられているとす

るならば、譲渡 された権利の価値は確実に減少 し、現実には期待権の譲渡はな

されな くなってしまうであろう。期待権 は完全権取得を最終目的 とする権利で

あり、それ自体が完全権に類似する性質を有するもの といえ、そうであるなら

ば、譲渡可能であ り、その成立もしくは取得につき完全権の内容を指向するの

である。また、留保買主による処分が期待権の処分であるかぎり、当該処分の

直接の目的物は期待権であ り、その意味で、期待権に関する処分はBGBI85に

規定する非権利者の処分ではないし、間接的な完全権の処分なのであるか ら、

BGBl85の 適用 は認められないのである。

な され て い る。

14)BGHZIO,69

15)JWI925,353Nr.6.
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(2)期 待権の譲渡担保事案

①集合動産譲渡担保事案1=BGHUrt.13.Juni1956BGHZ21,52.

本件は、満期の手形債権を期限に弁済できなかった債務者が自己の現在およ

び将来の製品(完 成品、半製品、原材料:所 有権留保で留保売主か ら取得 した

物も含む)を 担保 目的物 として手形債権者 に譲渡 した事案である。

なお、譲渡担保設定契約書には、所有権留保目的物については所有権取得の

期待権が移転す ること、条件成就によって留保目的物の所有権 は留保売主から

留保買主たる債務者 を経由せずに直接譲渡担保権者 に移転すること、引渡 しは

占有改定で行われ、債務者が無償で保管することが定められていた。

BGHは 上記約定 どおり、所有権留保 目的物につき、譲渡担保権者は担保供与

者に当然に与えられるべき期待権を取得 し、当該 目的物に関する所有権は売買

代金の完済 とともに留保売主から譲渡担保権者に直接移転することを認めてい

る。

②集合動産譲渡担保事案2=BGHUrt.24.Juni1958BGHZ28,16.

A.事 案の概要

本事案は現在および将来の在庫を目的物 とする集合動産譲渡担保の事案であ

る。

YはX(銀 行)に 継続的な貸付を求め、担保 として譲渡担保設定契約が締結

された。設定契約は次のように定められた、すなわち、Yは 、Xに 対 し、Yの

所有に属する在庫(原 材料、中間材料 と完成品)を 移転する。在庫はY所 有の

倉庫内にあ り、それは契約に添付された配置図の中に正確に示 したYの 土地上

に存 している。在庫の入庫の都度、当該在庫がXに 対 し移転 されることになる

のである。また、所有権留保 目的物について、Yか らXに 条件付所有権(期 待

権)が 担保 目的物 として移転する。担保 目的物は担保保管場所 に現存するもし

くは将来運び入れ られる物である。所有権留保が解消された場合には、契約締

結時において担保保管場所に現存 している担保物、および将来運び入れられる

担保目的物の所有権が無条件に移転することになるのである。

担保目的物は、YがXの ために占有改定(Besitzkonstitut)で 引渡 し、Yは

Xの ために無償で保管する合意がなされている。
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本件 は、当事者間における当該譲渡担保設定契約の有効性が争われたもので

ある。

B.BGHの 判断概要

担保 目的物が、契約で合意された保管場所である倉庫内において常時入れ替

わる、所有権留保のもとにある在庫の場合、当該在庫は所有権留保のもとで引

渡されたものであ り、Xに 対し完全な方法で担保(所 有権取得の期待権が担保

目的物)の ために移転 したものであ り、その ような契約は有効であるとする。

そして、占有改定(BGHZ20,88に 基づ く)で 譲渡担保の目的物を引き渡す

ことは許 されるが、それは所有権留保にある目的物 につき、所有権を取得する

との合意がなされていても、所有権を先取 りすることはできないのである。

Yが 担保目的物の所有権をすでに有している場合 は、Xに 移転するのは所有

権であるが、所有権留保のもとでYが 占有す る目的物の場合 は、Xに 移転する

のは期待権である。所有権取得における期待権の譲渡にあっては動産の譲渡の

場合 と同様の規定 に基づ くことになる。そして、期待権はすなわち所有権の単

なる前段階であ り、それは所有権 と比較 して、 「異質の物ではな く」、本質的に

はマイナスであることが一般 的に承認 されているとしている。

また、所有権留保 における条件成就にあって担保 目的物の所有権がXに 移転

す るにつき、留保売主た る納入業者Aの 通知 も、同意 も必要 としない とし、

BGHZ20,88,100を 引用 し、所有権留保のもとに置かれている物 に関する期待

権の譲渡はむしろ、条件成就で、直接に完全な所有権が留保売主たるAか ら期

待権取得者たるXの 上に、当初 の期待権者である留保買主たるYを 経由せずに

移転するとしている。

さらに、BGHは 、所有権留保における留保買主の期待権の譲渡担保にあって

は多層の間接占有が存在するとの考えを支持する。すなわち、担保取得者Xが

第一一段 における間接他主占有者であ り、留保売主たるAは 第二段における間接
　

自主占有者なのである。

16)以 上か らすれ ば、留保買主Yは 直接他主占有者 になる。
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(3)譲 渡禁止特約事案

①BGHUrt.4.Februar1970NJW1970,699.

本件は、所有権留保の もとで納入された商品につき、留保売主の事前の明文

での同意のないかぎ り、処分を禁止する旨の特約のある中で、留保買主による

当該所有権留保商品に関する所有権取得期待権の譲渡が当該特約に反するか否

かが争点 となった事案である。

BGHは 、当該特約は留保買主の権限である所有権取得期待権の処分に関 して

は何 ら対象になっていないとし、さらに、期待権は所有権 と類似する権利であ

り、所有権 と同様に、譲渡に関する規定 に基づき動産 を(所 有権者の協力な し
の

に)譲 渡 しうるもので、債権 とは異な り、BGB8231の 意味でその他の権利であ
　　　

るとする。そして、所有権に適用されるBGBI37の 規定が期待権に用いられ、債
ユ　　

権に適用 されるBGB399(2文)の 規定は期待権には適用 されない とした。

したがって、本事案にあっては、仮に売買条件 と納入会社の納入条件に関す

る条項により、留保買主に期待権に関する処分を禁止 した場合でも、 この禁止

は、BGBI37に 従い処分の有効性については意味のないもの となる。

②BGHUrt5.Mai1971BGHZ56,123.

A.事 案 の 概 要

凌 深i機製 造 会 社 で あ るA社 は1963年11月 にB社 に凌 深 機 を所 有 権 留 保 の も

と125,000DMで 売 却 し、 引 渡 した 。

17)BGB8231の 和訳 は次の とお りである(神 戸大学外国法研究会編 『独逸民法 〔II〕債務

法 現代外国法典叢書(2)』789頁(有 斐閣、復刊版、1962)参 照)。すなわち、 「故意

または過失 によって他人の生命、身体、健康、 自由、所有権 またはその他 の権利を違法

に侵害 した者 は、その他人に対 しこれ により生 じた損害を賠償する義務 を負 う」であ る。

18)BGBl37の 和訳 は次 のとお りであ る(神 戸大学外国法研究会編 『独逸民法 〔1〕民法総

則 現代外国法典叢書(1)』216頁(有 斐閣、復刊版、1955)参 照)。すなわち、 「譲渡

す ることので きる権利の処分権限 は、法律行為を もって これを排除 または制限す ること

はで きない。 この権利の処分 を しない義務 を負担する行為は、本条 によりその効力を変

ず るものではない」で ある。

19)BGB399(2文)の 和訳は次の とお りである(神 戸大学外国法研究会 ・前掲注(17)289

頁参照)。すなわち、 「債権は、債務者 との合意に よって譲渡を排除 した ときは、 これを

譲渡する ことができない」である。
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Aに よる納入につき 「譲渡(譲 渡担保 を含む)は 納入業者の書面による同意

なしに行 うことは許されない」 との条件が付された。

1963年ll月29日 の契約によって、B社 は、本件機i械の所有権取得に関す る

期待権 を約70,000DMの 租税債権の担保のためにYlお よびY2に 譲渡 した。

1966年 初頭にB社 はXと 当時約24,000DMの 売買代金残債務をXが 代位弁済

する旨の交渉を行った。

B社 は、1966年5月13日 にXが 残債務を弁済すること、そして、Xに 本件機

械の所有権を譲渡することにつき、A社 に同意を得 るべ く書面を送付 した。

同日、Xは 、B社 はXに 本件機械に関 して存する残債務を弁済することを要

求 し、そのかわ りB社 にある本件機械の担保所有権 をXに 移転するとの内容の

書面をA社 に送付した。

これに対 し、A社 は、同年5月17日 に、機i械の所有権譲渡を全債権額に相当

する金額の入金後 に許可する用意がある、 と回答 した。

同年5月20日 に、Xに 対 し本件機i械の所有権が譲渡され、Xは 、金額 にして

約20,000DMの 小切手を弁済の手段 として使用すべ くA社 に送付 した。そして、

B社 はXと 書面 にて譲渡担保設定契約を締結 し、その際に寄託契約が締結され、

それに基づき、B社 が本件機械 を直接 占有 していた。

同年5月25日 にA社 はXに 小切手を受領 した旨と、「この支払ですべての債

権は弁済済みとなる、我々の側で本件機械におけるどんな所有権に関する請求

権 も存在 しない。」 との内容を通知した。

Yは1967年5月22日 に当該本件機械 を21,000DMで 譲渡 した。

Xは 、Yは 当該本件機械を処分する権限を有 していないと主張 し、その処分

により損失を被った として損害賠償を請求 した。

原審 はXの 請求を認容 した。

B.BGHの 判断概要

BGHはXの 請求を棄却 し、期待権の二重の譲渡担保につき、次のように判示

した。

すなわち、B社 はもはや当該本件機械 に関する所有権取得の期待権の所持者

ではない。
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B社 は、所有権取得の期待権をすでに1963年ll月29日 にYに 租税債権の担

保のために譲渡 している。
　　ラ

BGHZ28,16,21fを 引 用 して 、 動 産 の 譲 渡 に 関 して 適 用 さ れ るBGB929の 規
　

定に準拠 し、特にB社 とY間 の代理占有関係(BGB930)の 合意によって効力を

生ずるので、 この譲渡は有効である(そ れに関 し、当事者は争っていない)。

また、BGHZ20,88ff,100を 引用 し、期待権の譲渡はA社 の同意を必要 とし

ない。そして、権利の有効性はA社 の納入条件(所 有権留保が存続 している間

は、売買 目的物の譲渡(譲 渡担保)は 納入業者の書面による同意なしに許 され

ない)に は矛盾 しないとする。なぜならば、BGBl37に したがってB社 の権限(期

待権をYに 譲渡すること)は 、そのような禁止に抵触 しないからである。

Yは1963年II月29日 から所有権取得期待権の権利者である。そして、Yは 、

A社 に対する残債務がXの 弁済によって消滅 し、当該本件機械の所有権を直接

A社 から取得す るのである(BGHZ20,88ff)。

Xの 残債務弁済に至るまでは当該本件機械の所有権者はA社 であるが、それ

以降はYが 所有権者 になるのである。

(3)期 待 権 の 二 重 担 保 と 担 保 権 相 互 の 優i劣;BGHUrt10.Apri11961BGHZ

35,85.

A.事 案 の 概 要

本 事 案 は 所 有 地 上 に ホ テ ル を 建 築 したAが 、 ホ テ ル の 備 品 を所 有 権 留 保 の も

とで 購 入 し、 ホ テ ル 内 に 搬 入 し た 。 ホ テ ル 土 地 に はYの た め に 土 地 債 務

(Grundschuld)が 設 定 さ れ た 。 ま た、XはAと の 間 で ホ テ ル の 当 該 備 品 を 目

20)BGB929の 和訳 は以下の とお りである(神 戸大学外国法研究会編 『独逸民法 〔lll〕物権

法 現代外国法典叢書(3)』100-lOl頁(有 斐閣、復刻版、1988)参 照)。すなわち、 「動

産所有権 の譲渡は、所有者が物 を取得者 に引渡 しかつ双方が所有権の移転 につ き合 意す

ることによって これをなす。取得者が現 に物 を占有する場合においては所有権移転 の合

意のみをもって足 りる」である。

21)BGB930の 和訳 は以下の とお りである(神 戸大学外国法研究会編 ・前掲注(20)102頁

参照)。 すなわち、 「所有者が現 に物を占有 する場合においては、所有者 と取得者 との問

に取得者 が間接 占有 を取得すべき法律関係 を約す ることをもって、物の引渡 に代え るこ

とができる」であ る。
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的物 とする譲渡担保設定契約 を締結 した。Yは 土地債務権利者 としてホテル土

地に強制競売を申し立てた。Yは 、担保のために譲渡された当該備品はホテル

土地の従物であるか ら、強制執行は当該備品の上に及ぶ と主張 した。 これに対

し、Xは 、譲渡担保設定契約 に記載 された目的物 に対する強制執行の不許の判

決を求めた。

本事案 は所有権留保のもと購入 ・搬入されたホテル備品が二重に異なる担保

物権の目的物 として供された事案であ り、 これはいわば、期待権が二重に異な

る担保物権の目的物に供された事案 ということになる。

なお、原審はXの 請求を棄却 し、上告も棄却 された。

B.BGHの 判断概要

原審 は、Aは 当該備品の所有権者ではないか ら、譲渡担保設定の方法で譲渡

できない と判断したが、Xと の間ではホテル備品に関する期待権を譲渡 した と

の解釈がなされるべきであるとされた。そして、Aに よる残代金完済時にXは

当該備品の所有権 を取得するが、Aに よってXに 譲渡された期待権はBGBl120
　　ラ

および同Il21の 適用 により、譲渡担保権者であるXは 、土地債務の負担のある
　

当該備品を取得 したことになって、土地債務の実行 により、当該土地債務 に敗

れるので、Xは 保全所有者 として強制執行に異議 を唱えることはできない とし

た。すなわち、本事案にあっては、土地所有権は所有権留保のもとにある土地

の従物の期待権に及んでいることから、土地債務が従物所有権の取得に関する

22)こ こではBGBll21111文 が主 として適用 され ることにな ろう。なお、BGBll20と 同

ll21の 和訳は次の とお りである(神 戸大学外国法研究会 ・前掲注(20)291、292頁 参照)。

すなわち、BGBIl20「 抵当権は土地から分離 した土地の産出物その他 の構成部分に及ぶ。

ただ し、第954条 ない し第957条 に従いその分離 とともに土地の所有者または自主 占有

者以外の者 の所有に帰 する ときはこの限 りではない。土地の従物 につ いて も土地所有者

の所有に帰 さない もの を除きまた同 じ」、同ll21「1.土 地の産出物その他 の構成部分並

びに従物が、債権者の利益のために差押え られ る以前に、譲渡 されかっ土地か ら搬出さ

れた ときは担保の責を免れ る。2.譲 渡が搬 出前 になされた ときは、譲受人は債権者に

対 し抵当権 に関 し善意 であることを主張す るこ とはできない。譲受人が物を土地か ら搬

出 した ときは、搬出前 になした差押 は、譲受人が搬 出の当時差押 に関 し善意ではない と

きにかぎ り、 これに対 しその効力 を有す る」。

23)土 地債務 は抵当権 に関す る規定 に服す る(BGBll92)。
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期待権の上に及ぶ ことになるのである。 したがって、売買残代金の支払で期待

権に関する土地債務の権利は完全権に関する権利に変化するのである。

なお、BGHはBGHZ20,88,94を および同28,16,21引 用 し、次のように示

している。すなわち、留保買主はまた条件付所有権移転か ら生ずる期待権 を別

の者に譲渡できる。その結果、条件成就 によって、完全所有権 は直接売主から

期待権の取得者に最初の期待権者である留保買主を経由せずに移転す る。そし

て、留保買主の期待権 は法秩序内に組み込 まれ、留保買主はその法的地位 をす

でに残代金の支払い前に所有権者 と同様 に利用することができるのである。所

有権に適用 され る規定は留保買主の期待権 にも適用 される。つまり、留保売主

の同意の必要はな く、所有権の譲渡に関する規定に基づき処分されるのである。

期待権は物権法の体系になじみのない新種の権利ではなく、所有権の前段階で

あり、所有権 と本質的に同等 「より少ない」権利なのである。

ところで、BGHは 次の判断 も示す。すなわち、期待権 は、売買契約の合意解

除や債務不履行解除によって消滅す ることになる。しか し、現実の目的物の搬

出については、BGBll20の 適用によって、不動産担保権の負担から免れる可能
　　ラ

性 が あ るが 、 この場 合 に はBGBIl35、 同II34の 適 用 に よっ て担 保 権 者 の 救 済 を

認 め る べ きで あ る と して い る。

(4)期 待権譲i渡後 の留保買主の権利制限事案;BGHUrt24.Oktober1979

BGHZ75,221.

A.事 案の概要

本判決は、所有権留保における留保買主は完全権の取得に関する期待権 を第

24)BGBll35と 同ll34の 和訳 は次の とお りである(神 戸大学外国法研究会 ・前掲注(20)

306-308参 照)。すなわち、BGBIl35「 抵当権の及 ぶ従物が殿損され または通常の経営法

則 に反 して土地か ら搬出 された ときは、第ll33条 、第ll34条 の規定の意義 にお ける土

地の殿損 に同じ」、同ll34「1.所 有者 または第三者が土地に干渉 した場合 において、 こ

れ により抵当権の担保力 を害すべ き土地 の殿損 を生ず るおそれがあるときは、債権者 は

その干渉 の停止を請求す ることがで きる。2.そ の干渉が所有者 よ り生ずる ときは、債

権者の申請 によ り、裁判所は危害の防止に必要な処分 を命ず ることを要する。所有者が

第三者 の干渉 またはその他の加害 に対 して必要な予防をしない ことによって殿損を生ず

るおそれのあるときもまた同様 とす る。」
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三者に譲渡 した場合は、留保買主は当該第三者の同意なくして当初の売買契約

で合意 された単純所有権留保 を留保売主の新たな債権のためにもはや拡張する

ことはできないと判断 した。

事案は、次の とお りである。すなわち、Yは1973年1月2日 に売買代金の完

済まで所有権をYに 留保するとの契約を締結 し、7台 の貨物自動車をB(留 保

買主)に 対 し売却 し、引渡 しを終えた。

BとXは 、1974年1月14日 および1975年7月24日 に上記所有権留保のもと

にある本件自動車5台 につき、継続的な取引契約およびその他の原因から生ず

る現在ならびに将来発生するすべての債権の担保のために譲渡担保設定契約を

締結 し、同時にBに よる本件 自動車の使用については使用貸借 とする旨の合意

をした。

1975年ll月20日 にYとBは 、本件自動車は、取引関係か ら生ずるすべての

現在および将来の主たる債権 と従たる債権の担保のためにYの 所有権の中に留

まるべ きであるとの合意により、1973年1月2日 に締結 した当初の売買契約に

補足 した後、Bに 本件自動車の売買代金 を完済 した。

1975年12月19日 に、Bが その他の債務を履行 しないとして、YはBに 対 し

本件 自動車の引渡 しを請求 した。

Yは 同日Bか ら本件自動車を取戻 し、第三者に譲渡 した。

これに対 し、Xは 、Bは 売買代金の完済をしたのであるから、本件 自動車5

台の所有権を取得 した とし、Yに 対 し、所有権侵害を理由として損害賠償を請

求 した。

第1審 、第2審 ともXの 請求を認容 し、Yの 上告は棄却 された。

B.BGHの 判断概要

留保売主が、所有権留保のもとにある目的物から、売買代金債権以外の債権

の満足 を求めることので きる権限を付与されている場合、原則的に後発的所有

権留保の拡張は許 される。条件付所有権移転で条件が成就 していない問におい

ては、譲渡人(留 保売主)お よび取得者(留 保買主)の 合意は留保売主の処分

権の支配下にある。留保売主 と留保買主はその合意に別の条件を付け加 えるこ

とによってその合意を変更できる。後から追加 された条件成就によって、所有
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権が移転するのである。 ここにおいてXか らYに 対しなされた請求は、期待権

がすでに第三者(二 次的取得者)に 譲渡 されている場合で も、所有権移転 に関

する譲渡人 と取得者の処分権限の支配下 にあると解するか どうかによって左右

される。

この問題にっき、BGHは 控訴審の判断と同様、所有権留保の拡張はXの 期待

権に関して(Bの 行 ったのは)無 効の処分であるとした。

第三者への譲渡後 における期待権の存続 は売買契約に結び付けられてお り、

その運命は契約当事者によって決定され る。当該第三者は契約当事者ではない。

そのため、売買契約が、留保買主の遅滞の結果 として解除された場合、 もしく

は契約が有効に取 り消された場合には、期待権は消滅する。

第三者は、期待権が完全権になるまでこのような負担を負い、このような結

果を受け入れなければならない。

しかし、留保買主 は、第三者の同意なしに期待権 を任意に処分することはで

きない。留保買主は、期待権の譲渡をした以上、 もはや当該権利を処分 しえな

いし、 また期待権の売買契約 との結合(従 属性)を 弱めるべ く、所有権移転に

関 して合意された条件の任意変更をすることもできない。 この変更は当初の売

買契約の中にその根拠を有 していないからであり、直接の期待権の内容変更は

第三者に不利益をもたらすことになるからである。

判例 ・学説は、期待権者に強い法的地位 を承認 している。それは期待権者に

完全権の取得の見込みの中にある価値をすでに現在 における信用 目的に利用す

ることを可能にしているのである。 したがって、期待権を、BGB929・ 同930に

基づき、信用供与者に担保のために譲渡することができるのである(BGHZ28,

16,18,25)。

ただし、担保供与者(留 保買主)が 担保権者(期 待権二次的取得者)の 同意

なしに留保売主 との合意によって拡大 した所有権留保のもとで信用保全手段 と

して新たに利用 し、それによって担保権者 に譲渡 された権利が経済的に無価値

になった とき、与えられた経済生活の利害 と矛盾することになる。
　

また、期待権の取得者はBGB267に 基づき留保買主のために代価を支払い、そ

25)BGB267の 和訳は以下 のとお りで ある(神 戸大学外国法研究会 ・前掲注(17)82頁 参
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れにより所有権者 になることができる。留保買主 は、場合によっては債務者 と

しての異議を申し立てる(BGB26711)こ とも考えられるが、債務者たる留保買

主はすでに期待権 を譲渡 し、それによってその処分権を喪失しているので、異

議権について顧慮 されることはない。

期待権取得者は、BGB267に 従って弁済によって、もはや処分権者ではない留

保買主の意思に反 して所有権者になることがで きる。留保買主が売主 と、期待

権は留保売主の新たな債権の弁済後に完全権にはじめて強化 されるべ きである

との現在の権利内容に対する効果以上の合意を した として も、何の問題 もな く、

当初の債務 の弁済で所有権者 になるのである。

本事案 にあっては、Bは 、1975年12月10日 に、期待権の譲渡担保 に供され

た5台 の貨物自動車の売買代金債務を完済 してお り、それとともにXが 譲 り受

けた期待権は完全所有権へ と強化されている。 よって、Xの 所有権侵害に基づ

くYへ の損害賠償請求は認容 されるもの となった。

(5)期 待権者たる地位を有する譲i渡担保設定者;BGHUrt.2.February1984

NJW1984,S.1184.

事案 はおよそ次の とおりである。すなわち、A社 はB銀 行から借 り入れた資

金で印刷機械を購入 した上で、当該印刷機械をB銀 行のために譲渡担保 に供 し

た。その後、A社 は当該印刷機械をXに 譲渡 した。そして、一般債権者である

Yが 当該印刷機械を差押えた後に、A社 がB銀 行に残債務 を弁済したことによっ

てXが 取得 した所有権に基づき、Xが 当該差押えに対 して第三者異議の訴えを

提起 した事案である。 この事案において、期待権 に関 しては次のように判断さ

れている。すなわち、譲渡担保設定者(A社)が 担保目的物(印 刷機械)を 被

担保債権の完済 とい う停止条件のもとで譲渡担保権者(B銀 行)に 譲渡 した と

き、譲渡担保設定者は留保買主 と同視 しうる法的地位を有 しているもの といえ
　

るか ら、譲渡担保設定者はBGBl60お よび同161に よって保護されている所有権

照)。 すなわち、 「1項 債務者 が自ら給付をなす ことを要せざ るときは、第三者 もまた

給付 を実行 する ことが できる。 この場合 においては、債務者 の同意 を要 しない。2項

債務者が異議 を述べた ときは、債務者は給付 を拒絶することができる」である。

26)BGBl60お よび同161の 和訳 は以下の とお りである(神戸大学外国法研究会 ・前掲注(18)
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の再取得に関する期待権を保持 していることになる。譲渡担保設定者は、BGB929

に基づき、当該期待権を譲渡することがで きるが、その後の条件成就によって、

所有権は担保権者から直接期待権取得者 に移転することになるのである。

一BGHが 下 した判断(整 理)一

ドイッでは、留保買主の所有権取得の条件付権利 は売主の同意を要せず譲渡
　ア　

でき、 または譲渡担保 に供することができる。そして、条件付権利の取得者 は

条件成就 とともに完全権た る売買 目的物の所有権を取得する。 この点は、BGH
　ラ

(BGHZ20,88お よび同28,16)の 確定 した判断 となっている。

(1)条 件成就により、目的物の所有権は、留保売主から直接期待権の譲受人に

移転する(BGHZ20,88;BGHZ21,52;BGHZ28,16.)。

BGHZ20,88の 事案では、2軸 連結車の留保買主か ら第三者への譲渡に関す

る契約で、留保買主が残代金の支払いをすることによって売買の効力が完全に

有効になる旨と当該車両の使用収益権を留保買主が有する旨等が定められてい

たにすぎず、条件成就で所有権が留保売主の同意を要せずに、留保売主から譲

受人に直接移転するか否か、については不明確な論点であった。 この点につき、

242、244頁 参照)。 す なわ ち、 同160「1項 停 止条 件 付権 利 者 は、 相 手方 が条 件 の成 否

未 定 の 問 に過 失 に よって 条件 付権 利 を滅 失 また は 殿損 した 場合 に おい て、 条 件 の成 就 し

た後 に そ の相 手 方 よ り損 害 の賠 償 を請 求 す る こ とがで き る。2項 解 除条 件 付 法律 行 為

にお い て、 以 前 の法 律 状 態 の 回復 に よっ て利 益 を受 け るべ き者 もまた 、前 項 と同 一 の要

件 に基 づ き同一 の請 求 をす る こ とが で き る」 で あ り、 同161「1項 停 止条 件 付 に てあ る

目的物 を処 分 した者 が 条 件 の成 否 未 定 の 間 にお い て この 目的 に つ きな した他 の処分 は、

条 件成 就 の場 合 に お いて 、 この処 分 が条 件 に係 る効 果 を滅 失 ま た は殿 損 す る限 度 に お い

て 、 そ の効 力 を 生 じない 。条 件 の 成 否未 定 の間 に お いて 強 制執 行 も し くは仮 差 押 え の方

法 に よっ て また は破 産 管 財 人 に よ って な され た 処分 につ い て も同様 とす る。2項 前項

の規定 は、 解 除 条件 の場 合 に お いて 、条 件 成 就 に よって 権 利 を失 うべ き者 に よ る処分 に

つ い て も適 用 す る。3項 非権 利 者 か ら権 利 を取得 した 者 の利 益 の た め に設 定 した規 定

は、本 条 の場 合 に準 用 す る」 で あ る。

27)FranzJUrgenSacker/RolandRixecker(Hrsg.),MUnchenerKommentar

zumBUrgerlichenGesetzbuch,Bd.3,Schuldrecht・BesondererTeil,6.AufL

(2012),[H.P.Westermann],§449,Rn.52,S.300-30L

28)Franz/Roland(Hrsg.),[H.P.Westermann],a.a.0.,S.300-301.



102

BGHZ20,88は 、いわゆる停止条件説を採用 し、留保買主による2軸 連結車の

第三者への譲渡は、期待権の譲渡であ り、代金完済 という停止条件が成就する

ことにより、上記論点は肯定 されるとした。

したがって、次の法的効果 を譲渡担保設定契約 に定めていな くとも、期待権

の譲渡 にあっては、条件成就 により所有権は留保売主の同意を要せず、留保売

主か ら譲受人へ直接移転するということになる。

また、BGHZ20,88は 、条件成就前の中間時点における差押えの無効、およ

び期待権取得者による第三者異議の訴え(ZPO771)が できる旨も判断 している。

BGHZ21,52とBGHZ28,16は 集合動産の所有権取得期待権に関する譲渡担

保の事案であり、BGHZ21,52の 事案では、譲渡担保設定契約に、所有権留保

目的物 については所有権取得の期待権が移転すること、条件成就によって留保

目的物の所有権は留保売主から留保買主たる債務者 を経由せずに直接譲渡担保

権者に移転すること、引渡 しは占有改定で行われ、債務者が無償で保管するこ

とが定められてお り、BGHZ28,16の 事案でも、譲渡担保権者に条件付所有権

(期待権)が 担保目的物 として移転する旨、および所有権留保が解消された場合、

担保保管場所にある担保 目的物、および将来に運び入れ られる担保 目的物の所

有権が無条件で移転する旨、が定められていた。

両判決 とも、条件成就により所有権は留保売主の同意を要せず、留保売主か

ら譲受人へ直接移転する旨判断している。BGHZ28,16に あっては、この点に

っきBGHZ20,88を 引用 していることから、集合動産の所有権取得期待権の譲

渡にあっても、上記の効力は、その旨の合意な くとも、生ずるということにな

る。

なお、BGHZ28,16は 、期待権譲受人は第一段における間接他主占有者であ

り、留保売主は第二段の間接 自主占有者であると判断 している。

(2)留 保買主による留保目的物の処分禁止特約があっても、留保目的物の所有

権取得期待権の譲渡は当該特約に抵触するものではな く、留保売主の同意な

く譲渡できる(BGHNJW1970,699;BGHZ56,123.)。

これに対 し、期待権の譲渡を禁止する特約のなされた場合は、留保買主によ

る期待権の譲渡は当該特約に抵触することになるが、当該合意は当事者間を拘

束す るのみであ り、すでになされた期待権の譲受人の利益を害することはでき
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ないということになろう。

(3)期 待権が二重に担保に供 された場合、物権における優劣判断基準に基づき、

担保物権の優劣が決定される(BGHZ35,85.)。

なお、BGHZ35,85は 、従物所有権取得に関する期待権も従物 と同様に、主

物の担保権の効力が及ぶ目的物 となる旨も判断 している。

(4)留 保買主は期待権譲受人の同意なくして当初の売買契約で合意された所有

権留保 を留保売主 の新たな債権 のためにもはや拡張することはできな い

(BGHZ75,221.)。

(5)譲渡担保設定者は所有権の再取得に関する期待権を有する(BGHNJW1984

S.1184.)。

譲渡担保設定者は留保買主 と同視 しうる法的地位 を有 しているものといえる

ことを理由 とす る。したがって、条件成就 によって、所有権は担保権者から期

待権譲受人に直接移転することになる。

3.学 説の動向

判例 ・通説は、期待権の譲渡可能性を認めている。 したがって、譲渡担保 も

もちろん可能 ということになる。そして、所有権留保にあって、判例(BGHZ20,

88,96ff.)が 、判例分析の箇所で示した とお り、学説 も期待権取得者は留保買

主による代金完済 とともに所有権を留保売主か ら直接手に入れるとしている。

すなわち、留保買主の有する権利を、売買代金完済を停止条件 とする条件付権
　　ラ

利であるとしているのである。そして、その間の留保買主に対 してなされた差

押えは目的物の取得権 をもはや把握 しない とする。その理由は、もはや留保買

主の財産の中に目的物が存在 しないか らである。学説の支配的見解は停止条件
　ラ　

説を採 る判例の見解 を承認 している。

29)新 田宗 吉 「所 有権 留 保 売 買 にお け る法 律 関 係(一)」 上 法20・1・107(1976)

30)Franz/Roland(Hrsg.),a.a.0.,[H.P.Westermann],§449,Rn.53,S.301.な

お、ForkelもBGH(BGHZ20,88.)が 判 断 した見 解 に賛 意 を示 すが、 その論 拠が 明確

で は な い と す る(Forkel,GrundfagenderLehrevomprivatrechtlichen

Anwartschaftsrecht,1962,S.184.)。
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4.わ が国での条件付権利の担保化の実現性の検討 その1

(1)条 件成就により、目的物の所有権が、留保売主から直接物権的期待権の譲

受人に移転する

わが国おいては、留保買主の有する物権的期待権 は物権的権利であるか ら、

権利者は、留保売主の同意を要することな く、自由に処分、担保設定ができる。

物権的期待権が譲渡された場合、譲渡人はもはや物権的期待権者ではな くな

り、譲受人が物権的期待権者 になるのであるか ら、わが国においても、 ドイツ

と同様 に、条件成就によって権利は原権利者か ら直接に譲受人に移転すること

になろう。もちろん、 この権利移転に原権利者の同意は不要である。

よって、わが国おいても、BGHの 判断である 「条件成就により、目的物の所

有権が、留保売主か ら直接期待権の譲受人に移転する」は認められ ることにな

る。

ところで、わが国おいても、集合物概念を認め、これに譲渡担保を設定でき
　

るとするのが確定 した判例法理 となっている。集合物の所有権取得に停止条件

等が付 されることも当然にあ りえることか ら、わが国においても集合物(集 合

31)な お、有力説 は留保買主の有する権利内容 につ き、以下の ように判例 ・通説 とは異な

る見解を採 ってい る。

BlomeyerはBGB931(BGB931の 和訳は以下のとお りである(神戸大学外国法研究会・

前掲注(20)103頁 参照)。すなわち、「第三者が現に物を占有する場合 には、所有者が取

得者 に物の引渡 し請求権 を譲渡す ることによって、物の引渡 しに変 えることができ る」

で ある。)の適用 に基づ き、次の私見を展開する(A.BlomeyerJZl956,416.)。 すなわ

ち、留保買主はすでに所有権者であ り、(高次 の)間 接 占有を留保所有権者 に対 して有 し

ているとい うことである。

仮 に買主が所有権 を取得す るというこの見解が支持され ない として も、なお次の点は

考慮 され るべ きであ る、すなわち、留保 売主 はその制限 された地位の結果 として もはや

自主 占有者 としてみなされず、所有権者に占有 を成 立させ ると同様 に、留保買主 を 「取

得権」の保持者 とみなす とい うことであ る。

それに由来 して次の次元的 占有が生み出 される。すなわち、留保売主は留保買主に直

接 占有者(unmittelbarerBesitzer)と しての占有 を成立 させ てお り、留保売主 は一次

の間接 占有者(mittelbarerBesitzer)と して期待権保持者 としての留保買主 に高次 の

間接 占有を成立 させ るのであ る。 このとき留保買主の有 する所有権 は留保 売主 の質権 を

負担することになるのである(A.Blomeyer,StudienzurBedingungslehre,Bd.II,
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動産)に 関する物権的期待権を譲渡あるいは譲渡担保 に供することも可能であ

るといえよう。

さらに、所有権留保売買では、売主が売買目的物の所有権を留保 し、売買目

的物自体は留保買主に引き渡されるのが通常である。したがって、BGHと 同様、

わが国において も、留保売主は間接 自主 占有者であ り、留保買主は直接他主占

有者であることに間違いない。物権的期待権の譲受人が、わが国において、間

接他主占有者になるためには、占有代理人 として 「自己のためにする意思」 と

同時に 「本人(留 保売主)の ために占有す る意思」を必要 とする(民 法180条 、
　

以下、民180と いう)と 解されている。

物権的期待権 自体 は譲受人が権利保持者であり、動産における物権的期待権

取得の対抗要件が引渡 しであることか ら、譲渡人から占有改定で取得 した占有

につき、 「自己のためにする意思」が存在するもの といえよう。 さらに所有権者

は留保売主であることか ら、所有の意思がないのは当然であるばか りか、譲受

人は所有権者が留保売主であることを認識 しているはずであるか ら、 「本人(留

保売主)の ために占有する意思」をも有するといえるのではないだろうか。そ

うであるならば、物権的期待権の譲受人はBGHと 同様、間接他主占有者 という

1939,S.250.)o

留保買主は、 この占有を、期待権取得者に期待権の譲渡に加えて、BGB931に 基づ き譲

渡す ることがで き、かつ譲渡 しなければな らない。すなわち、期待権取得者 は留保売主

の質権負担付の所有権 を譲 り受 けるのである。

したがって、留保買主あ るいは第三者 たる期待権取得者が第三者弁済をなす ことによ

り、質権 は消滅す るこ とか ら、期待権取得者 は負担のない所有権 を有す るこ とにな る。

反対に、留保 買主 の履行遅滞 に基づ き、留保売主が売買契約 を解除 した場合 は、完全

な所有権 が留保 売主 に復帰す ることになるこ とか ら、留保売主 は目的物の返還 を請 求で

きることになる。

一方
、Raiserの 見解 は、譲渡人 も取得者 も部分的所有権(einStUckEigentum)を

有 してい るとす る ものであ る(L.Raiser,DinglicheAnwartschaften,1961,S.22

ff,)。すなわち、所有権留保 においては、留保買主は物権 的期待権者 として物権 的権利を

与 えられ、留保売主 はこの期待権 によって拘束 された所有権者 としての法 的地位を有す

る。そ して、物権 的期待権者 の権利は所有権 に接近 するが、完全 な所有権で はない、む

しろそれは所有権一(マ イナス)期 待権(Eigentums-Anwartschafts-recht)で あ

る とする(L.Raiser,aaO.S.68.)。

Raiserは 当然に期待権の譲渡を認める。なぜ ならば、留保 買主 は部分的所有権 を有す
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こ とに な る。

(2)留 保買主による留保目的物の処分禁止特約があっても、留保目的物の所有

権取得期待権の譲i渡は当該特約に抵触するものではな く、留保売主の同意な

く譲渡できる

BGHの 判断は、留保買主が処分 したのは留保 目的物そのものではなく、留保

目的物の所有権取得に関する期待権であるか ら、留保目的物の処分禁止条項に

は該当しないというものであった。同様の理屈はわが国において も適用 される

であろう。なぜならば、留保買主が譲渡するのは代金完済を停止条件 とする条

件付権利たる物権的期待権であるからであり、留保 目的物そのものではないか

らである。

なお、条件付権利の処分禁止特約のなされた場合 はどうであろうか。物権的

期待権 は物権的権利であり、この合意はあくまでも当事者間にのみ適用 される

債権的効力 しか有しないものであるから、物権的期待権の譲渡は当該合意によっ

て影響 を受けるものではない。この場合の留保売主の責任追及は、特約の債務

者た る留保買主 に対して債務不履行に基づ く損害賠償請求ができるにすぎない。

当該付随的義務の不履行がその契約および取引上の社会通念等に照 らして重大
　

であるときは、契約解除をすることができようが、通常、留保売主にとっては、

目的物の代価が完済されればそれでよく、将来の所有権取得者が留保買主であ

ろうが第三者であろうが、それは留保売主に とって関心のないことであろうし、

所有権留保売買契約が解除されて しまうと解除時点で譲受人の物権的期待権 も

消滅 して しまうことか ら、解除はできない と解すべきであろう。

るか らで あ る。 しか し、Raiserは 譲 渡 され るの は部 分 的所 有権 で はな く、 期待 権 で あ る

とす る(L.Raiser,aaO.S.102.)。 しか も期 待権 は留保 売主 の協 力 な しに譲 渡 で き、期

待 権 は欠 如 して い る事実 内容 が現 実化 す る と完全 権 へ と強化 され るの で あ る(L.Raiser,

aaO.S.43.)。

32)最 一小 判 昭54・2・15民 集33・1・51、 最 一 小判 昭57・10・14判 時1060・78、 最 三

小 判 昭62・ll・10民 集41・8・1559

33)川 島 武宜 編 『新版 注 釈 民 法(7)物 権(2)』25頁 〔稲 本 洋 之助 〕(有 斐 閣、2007)

34)「 民法(債 権 関係)の 改 正 に関 す る要 綱 」第12契 約 の解 除1催 告解 除 の要 件(民 法 第

541条 関係)13頁(法 制 審 議 会第174回 会議(平 成27年2月24日 開 催)に て決 定)
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(3)期 待権が二重に担保に供 された場合、物権における優劣判断基準に基づき、

担保物権の優劣が決定される

わが国においても、物権的期待権は物権的効力を有するものであるから、物

権的期待権が二重に担保物権あるいは物権的効力に供されている場合の担保物

権あるいは物権的効力の優劣は、 ドイツと同様、物権における優劣判断基準に

基づき判断され ることになろう。

ところで、 ドイッでは、BGHZ35,85が 、従物所有権取得 に関す る期待権に

は、従物 と同様に、主物に設定された担保権の効力が及ぶ もの と判断 している

が、わが国では従物要件 として民法87条1項 で 「自己の所有に属する他の物」

と規定 している。 この趣旨は、主物 ・従物 を同一一の法律的運命 に従わせ ること

により第三者(目 的物所有権者)の 権利 を害することになるから、個人の立場
　

を不当に侵害す ることのないようにするということである。現実に主物上に存

在する目的物は他人(留 保売主)の 所有物であることか ら、 目的物自体は従物

になりえない。 しかし、当該 目的物取得 における物権的期待権 は債務者が保有

するものであり(こ の点で 「自己の所有 に属する他の物」 という要件を満た し

ている)、現実に物の経済的効用 における客観的結合は生じていることでもあ り、

経済的に客観的結合を生じている目的物の所有権取得 に関する物権的期待権に、

主物の従たる権利であるとして、担保権の効力が及び、その実行により競落人

が当該物権的期待権 を取得 しうると解 しても、目的物所有権者の権利を害する

ことにはならないであろう。それ というのも、担保権者や競落人が当該物権的

期待権を取得 したとして も、その法的関係 は物権的期待権の譲受人が取得 した

場合 とまった く異なるところはないか らである。 また、借地上の建物の譲渡に

あっては従たる権利 として借地権が当該譲渡に随伴するのであるが、 これは建

物の存続に必要な権利だか らである。それ と同様の理屈で、主物を処分するに

あたって、従物 と同様の客観的結合状態 にある目的物は経済的に必要な物であ

り、当該 目的物を主物につなぎとめるうえで当該物権的期待権 は必要な権利で

あるということがいえるのではないだろうか。

35)林 良平=前 田達明 『新版 注釈民法(2)総 則(2)』635頁 〔田中整爾〕(有斐閣、1991)
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(4)留 保買主は期待権譲受人の同意なくして当初の売買契約で合意された所有

権留保を留保売主の新たな債権のためにもはや拡張することはできない

留保買主が自ら物権的期待権を譲渡担保に供 しなが ら、譲受人の同意を得ず

に、譲受人の不利になるような契約変更をす ることは、わが国においても民法

398条 ・同法538条 の趣旨に基づき許されないであろう。

一一方、留保買主は物権的期待権を留保売主の承諾 を要せずに譲渡できる(民

129)こ とか ら、留保売主がこの物権的期待権の譲渡を知 り得ない場合もありえ

る。留保買主が留保売主の承諾を得ずに譲渡で きるのは、物権的期待権 は自身

の有する財産権であるか らであり、当該物権的期待権を譲渡した としても、代

金債務の債務者たる地位に変更が生 じることはないため、留保売主には何 らの

不利益 もないからである。

以上のことからすれば、留保売主 も物権的期待権が留保買主によって任意に

譲渡 されることを認識 していると解 してもよいのではないだろうか。そうであ

るならば、留保売主も、物権的期待権の第三者(譲 受人)へ の譲渡契約、すな

わち、 「第三者のためにする契約」の当事者に類する者 ということができ、民法

538条 に服することになろう。

また、留保売主は留保買主 との問で、物権的期待権を譲渡するに際し、留保

売主に通知する、あるいは留保売主の承認を得 るな どの合意をしてお くことに

より、物権的期待権の譲渡を把握することがで きる。 しかし、この場合であっ

て も、当該合意の効力は第三者に及ばない ことから、通知をせずにあるいは承

認を得ずに譲渡 した としても、当該譲渡は有効であ り、留保売主は留保買主に

対 し当該合意に関する義務違反を理由 として損害賠償を請求するだけ とい うこ

とになろう。そして、留保売主に不利益 を生 じさせ ることのない、 このような

付随義務違反による契約解除は、権利濫用にあた り、許されないもの と解され

よう。

(5)譲 渡担保設定者は所有権の再取得に関する期待権を有する
　

この点はわが国学説においても認めるところである。譲渡担保設定者 も所有

36)竹 内俊雄 『譲渡担保論』28頁(経 済法令研究会、1988)、 鳥谷部茂 「第9章 非典型担
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権の再取得に関する物権的期待権を有する以上、当該物権的期待権を譲渡担保

に供することができるのである。

一 検討結果 一

以上、(1)か ら(5)に 掲げたBGHの 判断は、いずれ もわが国においても妥

当するとい う結果がここでは示され ることになろう。

5.他 の論点の検討

ここでは、4で 検討したBGHが 判断した法的効果以外で、物権的期待権の担

保化にあたって必要な論点につき、検討する。

(1)中 間処分と二重譲渡

① 中間処分

ドイッでは、条件付法律行為後、条件成就までの中間期間における中間処分

の効力を、条件成就によって無効 とする規定を置いている(ド 民161111)こ と

か ら、 これによって、条件成就前の中間処分を無効 にすることができ、その結

果、条件成就によって発生 した法律行為の効果を保持することができるように

なっている。 これに対 し、わが国では、 このような規定がないことか ら、条件
　

成就前の中間処分の効力を無効にす ることができない。

しかし、わが国物権的期待権 は、物権的権利であることから、二重譲渡 と同

様に考え、対抗関係 にあるもの として、対抗要件の具備の先後で優劣を判断す

ることになる。 もちろん動産については即時取得が成立 したのな らば、物権的
ヨ　　

期待権は消滅す ることになる。

保」石田喜久夫 ほか編 『物権法』319頁(青 林書院、1993)、 道垣内 ・前掲注(1)299

頁。なお、道垣 内教授 は譲渡担保において設定者の有す る権利を物権的期待権ではな く、

設定者留保権 と呼んで いる(同 ・前掲注(1)299頁)。

37)松 田佳久 「条件付権利 を組み込む担保物権 ・担保 的効力 その1」 創法44・3・143

脚注3)(2015)
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②二重譲渡

対抗問題 として処理されうる事案 としては、中間取得者 と物権的期待権者 と

の関係(甲 所有の動産の留保買主たる乙 と代金完済 という停止条件成就前に当

該動産を甲から取得 した丙 との関係)、 物権的期待権の二重譲受人間の関係(甲

所有の動産 の留保買主たる乙が、その物権的期待権 を丁 と戌に二重譲渡 した場

合の丁 と戌 との関係)が 考えられる。

不動産の場合、売主が宅建業者である場合、所有権留保は宅地建物取引業法
39)

43条1項 で3割 を超える代金の額を受領 している場合 には所有権留保が禁止さ

れる。 したがって宅建業者以外の者が売主である場合で、不動産の所有権留保

売買がなされた場合、物権的期待権者は、売買 目的物である不動産の登記簿の
ゆ

甲区に所有権移転仮登記をすることによって物権的期待権の対抗力を取得する。

この物権的期待権 をさらに譲渡 した場合、譲受人の対抗要件 は譲渡人の仮登記

にさらに譲受人の仮登記をすることにな り、仮登記を前提 とした仮登記をすべ
　

きとする見解がある。 しか し、物権的期待権が譲渡された後に条件が成就 した

場合、留保目的物の所有権は留保買主を経由することなく、留保売主から直接

譲受人 に移転するのであるから、 この所有権移転過程を登記に反映するとする

38)ド イッにあっては、所有権留保 の目的物につ き、即 時取得が成立(BGB932)し て も、

留保買主が当該 目的物 を占有する限 り、留保買主の権利(停 止条件付所有権移転お よび

占有権)は 消滅 しない(BGB936111)。

39)宅 地建物取 引業法43条1項 の規定 は次の とお りである。 すなわち、所有権留保等の禁

止 と題 し、 「第四十三条 宅地建物取引業者 は、みずか ら売主 として宅地又 は建物の割賦

販売 を行なつた場合には、当該割賦販売に係 る宅地又は建物を買主 に引 き渡 すまで(当

該宅地又は建物 を引き渡す までに代金の額 の十分の三 をこえる額 の金銭の支払 を受 けて

いない場合にあつては、代金 の額の十分の三をこえる額の金銭の支払 を受けるまで)に 、

登記その他 引渡 し以外 の売主の義務 を履行 しなければならない。ただ し、買主が、当該

宅地又は建物 につ き所有権の登記 をした後 の代金債務 につ いて、 これ を担保 するための

抵 当権若 しくは不動産売買の先取特権の登記 を申請 し、又 はこれを保証す る保証人を立

てる見込みが ない ときは、 この限 りでない。」で ある。

40)我 妻栄 『債権各論 中巻一』259頁(岩 波書店、1957)は 、再売買の予約完結権 につ き、

仮登記は第三者対抗要件であ るとす るが、仮登記 によって公示する停止条件付権利であ

る物権的期待権 にあってもこの理 は適用されるもの と思 われ る。

41)金 山正信 『物権法 〔総論〕』293-301頁(有 斐閣、1964)。 昭和36年12月27日 民甲1600

号局長通達 は、不動産登記法2条(現 行法では105条)2号 に よる仮登記(以 下、2号
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ならば、仮登記に権利移転の付記登記をすれば足 りるものと思われる。 したがっ

て、中間取得者 と物権的期待権者 との関係では、本登記 と仮登記の先後(正 確

には、仮登記が本登記になった時点において、仮登記 と中間取得者の本登記の

設定時点の先後で決定され る)で 、物権的期待権の二重譲受人間の関係では、

仮登記の具備の有無で判断されることになる(も ちろん背信的悪意者排除論が

ここにも適用されることになる)。

目的物が動産の場合、対抗要件は引渡 しであるから、留保買主が占有を継続

し、引渡 しを受けている以上、中間取得者 はこれに対抗できない。物権的期待

権の二重譲受人間の関係では、占有改定の先後で判断されることになる。

以上 より、物権的期待権の処分 と中間処分 との関係をここで改めて示すなら

ば、物権的期待権者が対抗要件 を具備する場合は、中間処分はその効力を物権

的期待権者 に対抗できないとい うことになる。たとえば、物権的期待権に関す

る目的物を留保売主の一般債権者が差押 え強制執行 をしても、物権的期待権者
　

に対抗できないのである。動産にあっては、そもそも留保買主が占有する以上、

差押えはできない(民 事執行法124条 、以下、民執124と いう)。

(2)物 権的期待権の差押え ・強制執行

わが国物権的期待権 は、物権的権利であり、財産権であることから、当然に、

差押えが可能 ということになる。

差押えが可能であるということは強制執行も当然 に可能 ということになる。

なお、 ドイッでは、期待権の執行は支配的な見解である、いわゆる 「二重差

押理論(TheoriederDoppelpfandung)」 に基づいて生ずる。すなわち、期

待権の換価 を可能にするためには、物の差押 え(ZPO808)も 権利の差押 え

仮登記 という)の された所有権移転請求権 の移転の登記は当該仮登記の付記登記 により、

その請 求権の移転請求権保全 の仮登記は当該仮登記に付記 して仮登記を もってなすべき

であ るとしてい るが、 この見解 は、2号 仮登記にさ らに2号 仮登記 をす るということに

なろうか。

42)売 買 の一方の予約 については、最一小判昭35・ll・24民 集14・13・2853が あ り、同

様の理屈 がここで も適用 され るもの と思われ る。

43)我 妻栄 『新訂 民法総則』417頁(岩 波書店、1965)
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(ZPO857)も 必 要 なの で あ る(BGHNJWI954,1324ff)。 第三 債務 者

(Drittschuldner)、 ここでは留保売主に対 し差押え決定通知が到達 される。留

保売主は条件成就 までは所有権者の地位 を保持 し、第三者異議の訴え(ZPO707)

を提起できるから、物の差押 えだけでは不十分なのである。しか し、権利の差

押えだけでも不十分である。なぜならば、期待権 につき結果 として生 じている

差押質権 は条件成就で物の差押質権 として直に接続するものではないからであ

る。 さらに売買 目的物自体の差押えも、条件成就 に関する差押質権の存続を保

証す るために、必要になる。このとき、この両者の差押えのうちのどちらがま
　　

ず第一 に行われるべきかについては、何 ら重要ではない。

(3)不 法行為における損害賠償請求

ドイッにおいて も、物権的期待権(条 件付権利)はBGB8231に おける 「その

他の権利(einsonstigesRecht)」 として正当に承認されてお り、第三者によ

る物権的期待権の侵害につき、留保買主は加害者 に対 し不法行為に基づ く損害

賠償請求権を有するとされている。その額は、売買代金額のうち、留保売主に
　ラ

支払われた額 となるとされている。 したがって、物権的期待権の譲受人は留保

買主 と同様 の立場 に立っ ことか ら、留保売主に支払われた代金額を第三者に対

し賠償請求することがで きることになる。

わが国においては、損害額につき、有力説 は次のように主張する。すなわち、

留保 目的物の価値相当額のうち、債権担保の 目的に応じた部分以外の部分はそ

の権利者たる留保買主に帰属するとし、損害賠償額 は売買代金額を上限基準 と

する ドイツとは異な り、留保 目的物の価値相当額 を上限基準 として、留保売主

の被担保債権たる売買残代金額を控除した留保 目的物の価値相当額 ということ
　の

になるもの と解 されよう。 ドイツと有力説 とで異なる理由は、 ドイッでの所有

44)JohannesThesen:DieRechtsfigur"Anwartschaftsrecht"des

Eigentumsvorbehaltskaufers.EinWiderspruchzurDogmatikzivilrechtlicher

Verm6genszuordnung,2013,S.104.小 林 資 郎 「所 有 権 留 保 売 買 に お け る 買 主 の 物 権 的

期 待 権(二 ・完)」 北 園30・259-260(1994)

45)Franz/Roland(Hrsg.),a.a.0.,[H.P.Westermann],§449,Rn.51,S.300;

BGHZ55,20ff.
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権留保における留保買主による占有が売買契約を起因 とする債権的効果 として

与えられているのに対 し、有力説は留保買主の占有権が所有権の残余部分 に基
　

つ く物権的効果 として考えられていることにあるもの と思われる。有力説 によ

れば、物権的期待権の譲受人は所有権の残余部分を取得 してお り(こ の場合で

も留保買主は譲受人のために直接他主 占有者 として占有を有することになる)、

侵害者に対 し、留保売主の被担保債権たる売買残代金額を控除 した留保 目的物

の価値相当額を損害額 として賠償請求をすることになる。

6.留 保買主の有する条件付権利の担保化の可能性の高さ

ドイツでは、留保買主の有する条件付権利につ き、物権的効力を有する期待
　　ラ

権であるとして、 さまざまな物権的効力 を承認 し、これに物権的期待権 との名

称を冠 し、その担保化 を実現 してきた。

これまで見てきたように留保買主の有する物権的期待権にっきBGHの 下 した

判断のほ とん どはわが国で も妥当 し得 るもの といえる。

わが国における留保買主の有する物権的期待権は、物権的権利であるがゆえ

に、留保売主の同意を要せずに譲渡することができる。 これは当然に譲渡担保

(集合物取得に関する物権的期待権を目的 とする譲渡担保 も含む)に 供すること
　

ができることも意味している。この とき、留保目的物の処分禁止特約がなされ

ていたとして も、あ くまで も物権的期待権の譲渡であ り、目的物そのものの譲

渡ではないことか ら、当該特約には抵触 しない。 また、物権的期待権につき処

分禁止特約がなされた場合であって も、物権的期待権は物権的効力を有するこ

とか ら、この特約の制限を受 けることな く譲渡ができることになる。

そして、条件成就 により、 目的物所有権 は、原権利者たる留保売主の何 らの

46)松 田(1)・ 前 掲注(2)56(こ こで は、 「債 権 担保 の 目的 に応 じた 部分 以外 の 部分 は

その所 有権 者 た る留保 買 主」 と書 いて い るが、 「所 有権 者 」 で はな く、正 し くは 「権 利 者」

で あ る)、 道 垣 内 ・前 掲 注(1)309、314、364頁

47)松 田(1)・ 前 掲注(2)56

48)脚 注10参 照

49)こ の 点 は有 力説 も承 認 す る とこ ろで あ る(道 垣 内 ・前 掲 注(1)363、311-312頁)。
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同意を要することな く、留保売主から直接に譲受人に移転 し、これにより売買

目的物の所有権取得に関する物権的期待権を目的 とする譲渡担保は、売買目的

物の所有権を目的 とする譲渡担保に移行するのである。

物権的期待権に二重に担保物権 もしくは担保的効力が設定された場合 は、物

権における優劣判断基準に基づき、優劣が決定 される。

また、条件成就前に目的物が処分 された、いわゆる中間処分のなされた場合

や、物権的期待権が二重に譲渡された場合には、対抗問題 として処理 されるこ

とになる。

一方、物権的期待権も差押えの対象 となり、強制執行も可能である。したがっ

て、物権的期待権がすでに第三者に譲渡されている場合には、留保買主の一一般

債権者からの物権的期待権の差押えに対 し、当該第三者は第三者異議の訴えを

提起することができることになる(民 執38)。

ところで、物権的期待権が譲渡された場合、譲受人は間接他主占有者であ り、

留保売主は間接 自主占有者、留保買主は直接他主 占有者 となるが、譲受人が こ

のように占有を有するということは、譲受人は、第三者からの侵害に対 し、占

有権に基づき、占有訴権を行使できることを意味する。ただし、譲受人は物権

的期待権者であ り、物権的効力を有することか ら、物権的請求権を行使できる

ため、あえて占有訴権を行使する現実的な必要性 はないであろう。

なお、譲渡人である留保買主は、譲受人 との関係で譲受人の権利を害 しない

義務を負う。たとえば、当初の売買契約で合意 された単純所有権留保を留保売

主の新たな債権のために拡張する(拡 張された所有権留保)こ とは、第三者た

る譲受人の利益を害することか ら許 されないのである。

しかし、留保買主が留保 目的物たる動産を譲渡 し、現実の引渡 し等により物

権的期待権の善意取得(善 意取得は占有改定以外の占有取得が要件になる。)が

生 じてしまった場合は、物権的期待権の譲受人は当該物権的期待権を失うこと

になる。もちろんその場合には、留保買主は譲受人に対 し、債務不履行 に基づ

く、損害賠償責任 を負 うことになる。

他方、物権的期待権の当事者、たとえば留保買主による目的物の殿損、売却

などの処分の場合 は、物権的期待権の侵害 とな り、留保買主は物権的期待権の

譲受人 に対 し、損害賠償責任 を負 うことになる(こ の場合の損害賠償責任は債



所有権留保 にお ける留保買主の有す る物権的期待権 の担保化 に関す る一考察115

務不履行責任である場合がほとんどであろう)。また、第三者が侵害 した場合は、

当該第三者 は不法行為 に基づ く損害賠償責任を負 う。この場合、物権的期待権

の譲受人は、侵害者 に対 し、留保目的物の価値相当額か ら留保売主の被担保債

権たる売買残代金額 を控除した額がすでに発生 している損害額であるとして賠

償請求をすることになる。

以上からすれば、留保買主の有す る物権的期待権の担保化は十分に可能であ

るといえよう。それ と同時に、譲渡担保設定者の有する担保 目的物の再取得に

関する物権的期待権 は、留保買主の有する物権的期待権 と同様の内容のもので

あるか ら、 これまで検討 してきた効果はすべて当然 にこの権利にもあてはまる。

そうであるな らば、譲渡担保設定者の有する、 この物権的期待権の担保化 も可

能であるとい うことになる。

7.お わ りに

「1.は じめに」で示 した留保買主の有する物権的期待権の譲渡担保事案の現
らの

実化は十分に可能であることがわかった。

この事案で注意をしなけれぼな らないことは、所有権留保売買契約で、 しか

も賦払いでの代金弁済の場合において、物権的期待権が担保価値を有するのは

ある程度の弁済のなされている場合だということである。別の言い方をすれば、

期待権の実現可能性がかな りの程度高 まっている場合だ ということになる。

そして、依然 として、留保買主による債務不履行 を原因 として解除 されて し

まうことにより、譲受人の有する物権的期待権が消滅するというリスクは存続

し続ける。このリスクを回避するためには、留保買主 との問で、譲受人による

50)な お、留保買主の有す る権利が物権的期待権ではな く、単なる停止条件付所有権取得

権 と捉 えた場合であって も、民法129条 の適用 を受けることか ら、当該条件付所有権 の

担保化 は可能 と思われ る。ただ し、 この場合、条件付所有権の担保化は、物権的期待権

の担保化 とは異な り、物権的権利ではないこ とか ら、条件付権利の処分禁止特約がある

場合の処分、妨害排除、不法行為 における損害賠償請求な どにつ き、効力が劣 ることが

考 えられる。



116

第三者弁済をあらかじめ合意 してお く等 しなければならでないであろう。

なお、課題 としては、 このような物権的期待権 を担保化するニーズがはた し

てあるかどうかを把握す ることである。そして、担保化できる物権的期待権 と

して他 にどのような権利があるかについて も検討が必要になろう。前者 につい

ては中小企業に対するアンケー ト調査を通じてニーズを把握 してい くもの とし

たい。

以 上

(本学法学部教授)


